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事業を営んでいる人へ
基山町中小企業小口資金融資制度の手続きが変わります
問 産業振興課　ブランド化推進室　商工観光係　☎ 85-7670

　町では、町内中小企業者の小口事業資金の需要に対する金融難
を緩和し、経営の合理化を促進することで、企業の維持発展と振
興に資することを目的とした「小口資金融資制度」を設けています。
　令和６年４月１日から、申込手続きの一部が変わります。

第13 回きやま門前市　出店者を募集します
問申 基山町産業振興協議会事務局（産業振興課内）　☎ 85-7670　FAX 92-0741
　　　〒841-0204 基山町大字宮浦 666 番地　 brand@town.kiyama.lg.jp

　きやま門前市は、新鮮な農産物や魅力的な加工品が並ぶ産直市で、毎年春と秋に開催されています。令和 5
年 11 月に開催された第 12 回は、55 店舗が出店し、約 3,000 人の来場者でにぎわいました。
　第 13 回は、つつじのシーズンに合わせて開催します。同日には JR 九州ウォーキングも開催され、多数の来
場者が見込まれます。軽トラやテントで、自慢の逸品を販売しませんか。

▽日時 4 月 20 日（土）午前 9 時 30 分～午後 2 時　※少雨決行

▽会場 大興善寺 駐車場（基山町大字園部 1602-1）

▽出店料 2,000 円／ 1 区画（車 2 台分程度）

▽申込締切 3 月 15 日（金）（先着順）

▽申込方法 出店申込書等に必要事項を記入し、FAX、メール郵送のいずれかで提出
※開催要項や出店申込書は、町ホームページ、産業振興協議会ホームページから
ダウンロードできます。また、町産業振興課（役場 2 階）でも配布しています。

町ホームページ
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資金 貸付限度額 貸付期間※

運転資金 600 万円 5 年以内
設備資金 800 万円 10 年以内
運転設備 800 万円 10 年以内

▽貸付利率 1.3%

▽信用保証料 基山町が全額負担（0.45% ～ 1.90%）

▽取扱金融機関 福岡銀行 基山支店、佐賀銀行 基山支店、
佐賀共栄銀行 基山支店（鳥栖支店内）

基山町 中小企業小口資金融資制度
　会社・組合・個人で中小規模の事業を営む
中小企業者に、融資機関が運転資金等を貸
し付ける制度です。さらに、借入者が期間中
に負担する保証料を、町が全額を補給します。
　ただし、次の要件を満たす必要があります。
・町内に住所を有する
・町内に店舗や工場、事業場がある
・原則として同一事業を1年以上継続している

町ホームページ

基山町商工会へ申込み

各取扱金融機関へ申込み

これまで

4 月1日以降

融資の申込先が変わります

4 月 1 日からは
ここに申込み

※いずれも据置期間は 6 か月以内




